
参考資料（行政事業レビュー）

平成２５年２月27日

参考資料
（資料３－１関連）



 

 行 政 事 業 レ ビ ュ ー の 取 扱 い に つ い て 
 

平 成 二 十 五 年 一 月 二 十 九 日 （ 火 ） 行 政 改 革 推 進 本 部

稲 田 行 政 改 革 担 当 大 臣 発 言 要 旨 

 

一 ． 政 府 と し て 、 国 の 事 業 の 意 義 や 効 果 を 不 断 に 総 点 検 し 、 歳 出 改 革 を ゆ る ぎ な

く 進 め て い く こ と は 、 重 要 な 課 題 で あ る 。 

こ の た め 、 行 政 事 業 レ ビ ュ ー の 今 後 の 実 施 方 法 等 に つ い て 、 行 政 改 革 推 進 本

部 の 下 に 開 催 さ れ る 行 政 改 革 推 進 会 議 に お い て 、 改 善 に 向 け た 検 証 ・ 検 討 を 行

う こ と と し た い 。 

 

二 ． ま た 、 現 在 、 平 成 二 十 五 年 度 予 算 の 編 成 作 業 が 行 わ れ て い る が 、 国 民 へ の 情

報 提 供 を 迅 速 に 実 施 す る 観 点 か ら 、 各 府 省 に お か れ て は 、 入 替 要 求 に よ り 新 規

に 要 求 し た 事 業 に つ い て 、 必 要 な 情 報 を 記 載 し た シ ー ト を 二 月 末 ま で に 公 表 す

る よ う お 願 い し た い 。 具 体 的 な 作 業 の 進 め 方 に つ い て は 、 行 政 改 革 推 進 本 部 事

務 局 か ら 別 途 連 絡 す る の で 、 よ ろ し く お 願 い し た い 。 
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 平
成

25
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方
針
(平

成
25

年
1
月

24
日
閣
議
決
定
)（

抄
）
 

  Ⅲ
 予

算
の
重
点
化
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
 

(4
) 
歳
出
分
野
に
お
け
る
主
な
留
意
事
項
等
 

（
行
財
政
改
革
）
 

限
ら
れ
た
人
的
・
物
的
資
源
を
有
効
に
活
用
し
、
行
政
機
能
や
政
策
効
果

を
最
大
限
向
上
さ
せ
る
真
に
国
民
の
た
め
に
な
る
行
財
政
改
革
に
取
り
組

む
。
 

 （
中
略
）
 

 

各
府
省
の
責
任
の
下
、
実
効
性
の
高
い
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
立
に
向

け
た
取
組
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
平
成

26
年
度
予
算
編
成
に
十
分
に
活
用

し
て
い
く
。
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平成n-1年度 平成n年度 平成n+1年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⾏政事業レビューの流れ（イメージ）

4月～6月
平成n-1年度事

業（補正予算を
含む）の執行実
態の評価、検証
（Check）

平成n-1年度事業の実施
(Do)

平成n年度事業の実施
(Do)

検証結果の中間公表

平
成
ｎ
＋
１
年
度
予
算
概
算
要
求
の
検
討

全
事
業
の
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト

最
終
公
表

８⽉末
平成n+1年度
予算概算要求

財
政
当
局
に
よ
る
予
算
調
整

1月～3月
・政府予算案の国
会提出

・国会審議
・平成n+1年度予算
成立

4月～6月
平成n年度事業の

執行実態の評価、
検証（Check）

平成n+1年度事業の実施
(Do)

概算要求への反映
（Action）

執行への反映（Action）

企画・立案（Plan）

国民、職員からの意見募集

補正予算
（1～○次）

外部有識者による
評価・検証
（Check）
※ 一部の事業につい
ては公開の場で検証

執行への反映
（Action）

旧
⾏
政
刷
新
会
議
で
、
レ
ビ
ュ
ー
の
ル
ー
ル

等
を
決
定
、
各
府
省
に
提
⽰
︵
3
⽉
︶

（9〜11⽉）旧⾏政刷新会議による各府省
の取組のチェック。⾒直しの余地がある事
業については該当府省及び財政当局に通告
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計

平 成 2 4 ・ 2 5 年 度 予 算 内 訳

費
　

目
2
4
年

度
当

初
予

算
2
5
年

度
要

求
主

な
増

減
理

由

―

( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)

( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)

( 
  
  
  
  
  

  
  

 )

単
位

当
た

り
コ

ス
ト

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
円

／
　

　
　

　
　

　
　

　
）

算
出

根
拠

活
動

実
績

（
当

初
見

込
み

）

活
動

指
標

及
び

活
動

実
績

（
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
）

活
動

指
標

単
位

2
1
年

度
2
2
年

度
2
3
年

度
2
4
年

度
活

動
見

込

成
果

目
標

及
び

成
果

実
績

（
ア

ウ
ト

カ
ム

）

2
3
年

度
目

標
値

（
　

　
年

度
）

成
果

実
績

達
成

度

成
果

指
標

単
位

2
1
年

度
2
2
年

度

％

執
行

率
（

％
）

執
行

額

補
正

予
算

繰
越

し
等

計

2
5
年

度
要

求

予 算 の 状 況

当
初

予
算

事
業

概
要

（
5
行

程
度

以
内

。
別

添
可

）

実
施

方
法

□
直

接
実

施
　

　
　

　
　

□
委

託
・
請

負
　

　
　

　
　

□
補

助
　

　
　

　
　

□
負

担
　

　
　

　
　

□
交

付
　

　
　

　
　

□
貸

付
　

　
　

　
　

□
そ

の
他

予
算

額
・

執
行

額
（

単
位

:
百

万
円

）

2
1
年

度
2
2
年

度
2
3
年

度
2
4
年

度

根
拠

法
令

（
具

体
的

な
条

項
も

記
載

）

関
係

す
る

計
画

、
通

知
等

事
業

の
目

的
（

目
指

す
姿

を
簡

潔
に

。
3
行

程
度

以
内

）

事
業

開
始

・
終

了
(
予

定
）

年
度

担
当

課
室

会
計

区
分

施
策

名

事
業

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
平

成
２

４
年

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
　

　
　

　
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

省
)

事
業

名
担

当
部

局
庁

作
成

責
任

者
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平
成

２
２

年
行

政
事

業
レ

ビ
ュ

ー
平

成
２

３
年

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

　
※

類
似

事
業

名
と

そ
の

所
管

部
局

・
府

省
名 関

連
す

る
過

去
の

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
の

事
業

番
号

上
記

の
予

算
監

視
・
効

率
化

チ
ー

ム
の

所
見

を
踏

ま
え

た
改

善
点

（
概

算
要

求
に

お
け

る
反

映
状

況
等

）

補
記

　
（
過

去
に

事
業

仕
分

け
・
提

言
型

政
策

仕
分

け
・
公

開
プ

ロ
セ

ス
等

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
場

合
は

そ
の

結
果

も
記

載
）

予
算

監
視

・
効

率
化

チ
ー

ム
の

所
見

類
似

の
事

業
が

あ
る

か
。

そ
の

場
合

、
他

部
局

・
他

府
省

等
と

適
切

な
役

割
分

担
と

な
っ

て
い

る
か

。

整
備

さ
れ

た
施

設
や

成
果

物
は

十
分

に
活

用
さ

れ
て

い
る

か
。

点 検 結 果

費
目

・
使

途
が

事
業

目
的

に
即

し
真

に
必

要
な

も
の

に
限

定
さ

れ
て

い
る

か
。

活 動 実 績 、 成 果 実 績

他
の

手
段

と
比

較
し

て
実

効
性

の
高

い
手

段
と

な
っ

て
い

る
か

。

適
切

な
成

果
目

標
を

立
て

、
そ

の
達

成
度

は
着

実
に

向
上

し
て

い
る

か
。

活
動

実
績

は
見

込
み

に
見

合
っ

た
も

の
で

あ
る

か
。

資 金 の 流 れ 、 費 目 ・

使 途

支
出

先
の

選
定

は
妥

当
か

。
競

争
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

か
。

単
位

あ
た

り
コ

ス
ト

の
削

減
に

努
め

て
い

る
か

。
そ

の
水

準
は

妥
当

か
。

受
益

者
と

の
負

担
関

係
は

妥
当

で
あ

る
か

。

資
金

の
流

れ
の

中
間

段
階

で
の

支
出

は
合

理
的

な
も

の
と

な
っ

て
い

る
か

。

目 的 ・ 予 算 の

状 況

広
く
国

民
の

ニ
ー

ズ
が

あ
り

、
優

先
度

が
高

い
事

業
で

あ
る

か
。

国
が

実
施

す
べ

き
事

業
で

あ
る

か
。

地
方

自
治

体
、

民
間

等
に

委
ね

る
べ

き
事

業
と

な
っ

て
い

な
い

か
。

不
用

率
が

大
き

い
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

把
握

し
て

い
る

か
。

事
業

所
管

部
局

に
よ

る
点

検

評
 価

項
　

　
　

目
評

価
に

関
す

る
説

明
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※
平

成
2
3
年

度
実

績
を

記
入

資
金

の
流

れ
（

資
金

の
受

け
取

り
先

が
何

を
行

っ
て

い
る

か
に

つ
い

て
補

足
す

る
）

（
単

位
：

百
万

円
）

6



計
0

計
0

D
.

H
.

費
　

目
使

　
途

金
　

額
(百

万
円

）
費

　
目

使
　

途
金

　
額

(百
万

円
）

計
0

計
0

C
.

G
.

費
　

目
使

　
途

金
　

額
(百

万
円

）
費

　
目

使
　

途
金

　
額

(百
万

円
）

計
0

計
0

B
.

F
.

費
　

目
使

　
途

金
　

額
(百

万
円

）
費

　
目

使
　

途
金

　
額

(百
万

円
）

計
0

計
0

A
.

E
.

費
　

目
使

　
途

金
　

額
(百

万
円

）
費

　
目

使
　

途
金

　
額

(百
万

円
）

費
目

・
使

途
（
「
資

金
の

流
れ

」
に

お
い

て
ブ

ロ
ッ

ク
ご

と
に

最
大

の
金

額
が

支
出

さ
れ

て
い

る
者

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
費

目
と

使
途

の
双

方
で

実
情

が
分

か
る

よ
う

に
記

載
）

7



支
出

先
上

位
１

０
者

リ
ス

ト
A

.

B
.1
0987654321

支
　

出
　

先
業

　
務

　
概

　
要

支
　

出
　

額
（
百

万
円

）
入

札
者

数
落

札
率

支
　

出
　

先
業

　
務

　
概

　
要

支
　

出
　

額
（
百

万
円

）
入

札
者

数
落

札
率

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0
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事業所管部局による点検

評 価 項 目 特記事項

目
的
・予
算
の
状
況

広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業ではないか。

不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

資
金
の
流
れ
、
費
目
・使
途

支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

受益者との負担関係は妥当であるか。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績
、
成
果
実
績

他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

予算監視・効率化チームの所見

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記 （過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

事業番号

平成２３年行政事業レビューシート (          省)

事業名 担当部局庁 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 担当課室

会計区分 施策名

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

関係する計画、通知等

事業の目的
（目指す姿を簡潔に。3

行程度以内）

事業概要
（5行程度以内。別添可）

実施方法 □直接実施 □業務委託等 □補助 □貸付 □その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度要求

予算の
状況

当初予算

補正予算

繰越し等

計

執行額

執行率（％）

成果目標及び成果実績
（アウトカム）

成果指標 単位 20年度 21年度 22年度
目標値

（ 年度）

成果実績

達成度 ％

活動指標及び活動実績
（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度 23年度活動見込

活動実績

（当初見込み）

―

(                   ) (                )

単位当たり
コスト

（円／ ） 算出根拠

平
成
23
・24
年
度
予
算
内
訳

費 目 23年度当初予算 24年度要求 主な増減理由

計

⾏政事業レビューシートの⾒⽅（全体）

①基礎情報

①基礎情報

②業績指標

③事業担当部局に
よる点検内容

④予算監視・効率化チームの所⾒

⑤所⾒を踏まえた事業担当部局による改善点

⑥補⾜情報
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支 出 先 業 務 概 要
支 出 額
（百万円）

入札者数 落札率

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. E.

費 目 使 途
金 額

(百万円）
費 目 使 途

金 額
(百万円）

計 0 計 0 

B. F.

費 目 使 途
金 額

(百万円）
費 目 使 途

金 額
(百万円）

計 0 計 0 

⾏政事業レビューシートの⾒⽅（全体）

⑦資⾦の流れ
についての

フローチャート

⑧フローチャートで⽰したブロック
毎の費⽬・使途の代表例

⑨ブロック毎の⽀出先
上位１０者リスト

資金の流れ
（資金の受け取り
先が何を行ってい
るかについて補足
する）（単位：百万

円）

※平成22年度実績を記入

支出先上位10者リスト
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⾏政事業レビューシートの⾒⽅①

平成２３年行政事業レビューシート (〇〇〇〇省)

事業名 （例）まちづくり推進サポート事業 担当部局庁 まちづくり政策局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成１８年度～２５年度（予定） 担当課室 まちづくりサポート課 刷新 太郎

会計区分 一般会計 施策名 潤いのあるまちづくり

根拠法令 ○○○○法
関係する計画、通知

等
まちづくり推進ロードマップ等

事業の目的
（目指す姿を簡潔に。

3行程度以内）

民間事業者、ＮＰＯ、地方自治体を含めた協議会等の各主体が、自発的にまちづくりの推進に取り組み、①中心市街地の産業
活性化と、②エコでバリアフリーな移動方法の整備を図ることにより、持続可能なまちづくりを目指す。

事業概要
（5行程度以内。別

添可）

中心市街地の産業活性化やエコでバリアフリーな移動方法の整備を目的とした取組を実施する民間事業者、ＮＰＯ、協議会等
から申請を受けつけ、一定の効果をもたらすものと認められる事業について補助金を交付する。

また、インターネット経由で申請を行うと同時に、採用された取組を紹介するためのホームページを運営する。

実施方法 ■直接実施 □業務委託等 ■補助 □貸付 □その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度要求

予算
の状
況

当初予算 400 400 350 500 150

補正予算 100 0 150 0

繰越し等 0 0 0 0

計 500 400 500 500

執行額 438 250 220

執行率（％） 87% 63% 44%

前年度執⾏実績に基づいて、点検作業を⾏
います（２３年に実施するレビューは、２
２年度実績がベース）。

何⼗年も前に開始された事業
の場合、時代に即した事業内

容になっているか？

⽬的に即した事業
内容・⼿段になっ
ているか？

前年度の執⾏実績に
基づいた予算額に
なっているか？執⾏率が低いのはな

ぜか？理由をきちん
と把握しているか？

担当部局名・担当
者名を明記するこ
とで、事業に対す
る説明責任を明確
にします。

シートの最終公表
時には、次年度予
算要求額が記載さ
れます。点検内容
が予算要求にどの
ように反映された
かが分かります。
※この事業の場合、
点検内容が適切に
反映され、予算要
求額⼤幅削減と
なっています。

⽬的は妥当か？
そもそも税⾦(借
⾦)を投⼊して実
施する意義のあ
る事業か？

（注）この事業は架空のものであり、実際には存在しません。
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成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 20年度 21年度 22年度
目標値

（25年度）

個別事業の目的がそれぞれ異なるため、全体の
成果を定量的に示すことは困難。

成果実績

達成度

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度
23年度活動見

込

採用件数／申請件数

活動実績

（当初見
込み）

件
220/360 138/143 56/68 ―

(     200     ) (     200      ) (     150      ) (    100    )

単位当たり
コスト

392万円／件 算出根拠 平成22年度の全体の執行額÷採用件数

平
成
23
・24
年
度
予
算
内
訳

費 目
23年度当初予

算
24年度要求 主な増減理由

補助金 480 130 予算要求大幅削減との点検結果

広報費 20 20

計 500 150

⾏政事業レビューシートの⾒⽅①②

（注）この事業は架空のものであり、実際には存在しません。

記載された成果指標は真に国⺠
の利益となるものか？

各費⽬毎の予算額増減を⾒ると、事業予算の中
でもどの部分を削減したのかが分かります。
※この事業の場合、広報費は据え置き、補助⾦
部分で予算削減を⾏っています。

活動実績の⾒込みは
適切か？⾒込みに対
して活動実績が達成
されているか？達成
されていない場合、
点検結果において、
その理由などの問題
把握をしているか？

この事業を実施することでどのような成果が⽣み出
され、どのように国⺠の利益となるかが分かります。
※この事業の場合、事業担当者は、成果を数値・数
量で表すことは困難と記載していますが、例えばエ
コ移動網の成果としてCO2排出削減量などが考えら
れます。

⽬標値に対する各年
度の達成度は⼗分
か？不⼗分の場合、
点検結果において、
その理由などの問題
把握をしているか？
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事業所管部局による点検

評 価 項 目 特記事項

目
的
・
予
算
の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業で
はないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

資
金
の
流
れ
、
費
目
・使
途

△ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

採用された事業の紹介用ＨＰの管理・運営については、平成22年
度までは随意契約を行っていたが、本年度からは一般競争入札を
取り入れ、競争性を確保するよう努めている。

○ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績
、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

○ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－ 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。

○ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

今年度は、より多くの申請を得るべく、過去の取り組み事例等についての広報強化を実施している。２４年度も引き続きこの取り組
みを継続し、申請件数の増加を図る。

⾏政事業レビューシートの⾒⽅③

事業を直接実施している担当部局に
よる点検項⽬。各担当者が、事業の
点検を⾏うべく、これらの項⽬につ
いてどのような評価をしているかが
分かります。

※この事業の場合、２２年度執⾏率は４４％
と低調でしたが、担当部局は、その理由をき
ちんと把握しないまま、単に広報強化を来年
度の対応として掲げてしまっています。

※この事業の場合、成果⽬標を
設定していないにもかかわらず、
評価では「○」を付しています。
また、次⾴の予算監視・効率化
チーム所⾒にあるとおり、他府
省との類似事業がありますが、
担当部局は類似事業の存在を把
握していないようです。

（注）この事業は架空のものであり、実際には存在しません。

担当部局の⾃⼰評価
にあたっては、以下
の４つの選択肢から、
１つを選びます。

なお、△、✕の場合
は、その理由を記載
します。

○：⼗分できている
△：⼀部できている
✕：できていない
－：該当しない
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予算監視・効率化チームの所見

抜
本
的
改
善

申請件数は年々減少しており、現在の事業の在り方はまちづくりを推進する事業体のニーズと合致して
いない。また、事業内容に他府省（△△△△省、□□□□省）との事業の重複が見られる。ただし、事業
の目的は否定されないものであるため、予算要求額を大幅削減とする。

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

予算要求額を大幅削減し、他府省との重複の排除や地方におけるニーズの適切な把握に努め、来年度中に新たな
実施内容を検討する。

補記 （過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

特記なし

⾏政事業レビューシートの⾒⽅④⑤⑥

担当部局の点検結果をもとに、副⼤
⾂や外部有識者、職員で構成される
「予算監視・効率化チーム」の考え
る予算要求への反映⽅針や、より効
率的・効果的な事業実施にむけた改
善点などが分かります。

予算監視・効率化チームの最終的な評価にあたっては、以下の４
つの選択肢から、１つを選びます：
• 廃⽌：事業全体として効果が薄い場合、国の事業として実施す
る必要性が認められない場合 等

• 抜本的改善：効果の薄いメニューが多いなど、仮に国の事業と
しての必要性は認められても、事業内容について⼤幅な⾒直し
が必要と判断される場合 等

• ⼀部改善：国の事業としての必要性は認められるが、効果の薄
いメニューがいくつか含まれるなど事業の⼀部に⾒直す点があ
る場合 等

• 現状通り：特段⾒直す点が認められない場合 等

予算監視・効率化
チーム所⾒を受けた
担当部局による再⾒
直し。同チームから
の指摘内容を踏まえ、
適切な改善策を取ろ
うとしているか？

（注）この事業は架空のものであり、実際には存在しません。
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資金の流れ
（資金の受け取り先が
何を行っているかに
ついて補足する）（単

位：百万円）

⾏政事業レビューシートの⾒⽅⑦

資⾦の受け⼿はどの
ように決まったの
か？（調達⽅法）

※この事業の場合、本来補助⾦となる
べき９千万円のうち、実際に補助⾦と
して⽀払われたのは２千万円。残りの
７千万円はＡの社団法⼈が使⽤してい
ることになります。
Ｃの財団法⼈に対するＤ及びＥの差額
を⾒ても同様の構造が⾒えます。

（注）この事業は架空のものであり、実際には存在しません。

△△××省
２２０百万円

まちづくり推進を図るための具体的な方針策定、推
進を図る施策の実施

Ａ．一般社団法人

〇〇支援協会

９０百万円

【公募・補助】

補助金交付手続

Ｂ．民間企業
（３社）

２０百万円

市街地産業活性化
事業の実施

【公募・補助】

【公募・補助】

Ｃ．財団法人△△

促進センター

１２８百万円

補助金交付手続

【随意契約】

Ｆ．㈱××サービス
２百万円

【公募・補助】

Ｄ．民間企業

（３社）

１８百万円

エコでバリアフリーな移動方
法整備事業実施

【公募・補助】

Ｅ．ＮＰＯ等

（５０団体）

５０百万円

エコでバリアフリーな移動方
法整備事業実施

HP管理運営

最終的な資⾦の受け⼿は誰か？どのよ
うな経由で資⾦は流れたのか？フロー
の途中段階で不透明な部分はないか。

フローチャートによって事業予算の使
い途・流れの全体像が分かります。

どのような種類の法
⼈に⽀出されたか？

⽀出先の種類ごとに
ブロックを分け、よ
り詳しい予算の流れ
が分かります。
※この事業の場合、
同じ公募による補助
⾦でも、⺠間企業と
ＮＰＯ等はブロック
を分けています。
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費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックごと
に最大の金額が
支出されている者
について記載する。
費目と使途の双方
で実情が分かるよ

うに記載）

Ａ．一般社団法人〇〇支援協会 Ｄ．（株）まちづくり〇〇

費 目 使 途
金 額

(百万円）
費 目 使 途

金 額
(百万円）

人件費 職員、補助職員 38 工事費 商店街アーケード改築費 6 

事業費 市街地産業活性化事業への補助 20 購入費 機材購入費 4 

事務所
維持費

事務所賃貸料 20 

広報費 セミナー開催費、パンフレット制作費 8 

システム
運営費

ＨＰ運営・管理費等 2 

旅費 審査委員旅費 1 

その他 通信費、光熱費、消耗品費 1 

計 90 計 10 

Ｂ．（株）〇〇建設 Ｅ．ＮＰＯ法人まちづくり〇〇

費 目 使 途
金 額

(百万円）
費 目 使 途

金 額
(百万円）

建設費 テナントミックスにかかる工事費 12 賃借料 空き店舗賃借料 1 

計 12 計 1 

Ｃ．財団法人△△促進センター Ｆ．㈱××サービス

費 目 使 途
金 額

(百万円）
費 目 使 途

金 額
(百万円）

事業費
エコでバリアフリーな移動方法整備事業への
補助

68 広報費 ＨＰ掲載コンテンツの企画・作成 2 

人件費
全国10か所における審査会開催時対応のた
めの派遣職員

35 
システム
運営費

ＨＰの運営・管理 0 

会議費 全国10か所における審査会開催 15 

旅費 審査委員旅費、職員旅費 10 

計 128 計 2 

⾏政事業レビューシートの⾒⽅⑧

事業⽬的に照らし
合わせて、ムダ・
不適切と思われる
使い⽅はないか？
いわゆる「中抜
き」構造はない

か？

※この事業の場合、
⾦の流れフロー
チャートで明らかに
なった補助⾦以外に
使⽤されている６千
万円は、応募のあっ
た取組の審査業務と
いう、この事業の⽬
的に沿った使われ⽅
がなされていること
が分かります。

※この事業の場合、資⾦の流れフローチャートで明らかに
なった補助⾦以外に使⽤されている７千万円の⼤半は、Ａ
の社団法⼈の運営費に使われています。いわゆる「中抜
き」構造になっていることが分かります。

種類別ブ
ロックで⽀
出先が複数
の場合、⽀
出額の最も
⼤きい１者
における使
途を、代表
例として記
載していま
す。

※この事業の場合、採⽤された取組紹介⽤のＨＰ運
営は、Ｆの事業者が実施しているはずです。左欄の
ＨＰ運営は、単に社団法⼈それ⾃体のＨＰの運営に
経費を使⽤している可能性があります。仮に取組紹
介⽤のＨＰ運営であったとしても、Ｆの事業者のＨ
Ｐ運営と重複することとなります。

（注）この事業は架空のものであり、実際には存在しません。
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支出先上位１０者リスト

Ａ．

支 出 先 業 務 概 要
支 出 額
（百万円）

入札者数 落札率

1一般社団法人〇〇支援協会 応募事業の審査、補助金の交付事務 90公募・選定 －

B．

支 出 先 業 務 概 要
支 出 額
（百万円）

入札者数 落札率

1（株）〇〇建設 〇〇商店街における市街地産業活性化事業 12公募・選定 －

2△△開発（株） △△駅前における市街地産業活性化事業 5公募・選定 －

3（株）××インターナショナル ××地区における市街地産業活性化事業 3公募・選定 －

C．

支 出 先 業 務 概 要
支 出 額
（百万円）

入札者数 落札率

1財団法人△△促進センター 応募事業の審査、補助金の交付事務 128公募・選定 －

D．

支 出 先 業 務 概 要
支 出 額
（百万円）

入札者数 落札率

1（株）まちづくり〇〇 〇〇地区におけるエコでバリアフリーな移動方法整備事業 10公募・選定 －

2（株）△△計画 △△市△△地区におけるエコでバリアフリーな移動方法整備事業 5公募・選定 －

3××街づくり推進（有） ××地区におけるエコでバリアフリーな移動方法整備事業 3公募・選定 －

E．

支 出 先 業 務 概 要
支 出 額
（百万円）

入札者数 落札率

1ＮＰＯ法人まちづくり〇〇 〇〇地区におけるエコでバリアフリーな移動方法整備事業 1公募・選定 －

2ＮＰＯ法人△△トラスト △△地区におけるエコでバリアフリーな移動方法整備事業 1公募・選定 －

3ＮＰＯ法人××コミュニティ ××地区におけるエコでバリアフリーな移動方法整備事業 1公募・選定 －

4ＮＰＯ法人・・・・・ ・・・・・（中略） 1公募・選定 －

F．

支 出 先 業 務 概 要
支 出 額
（百万円）

入札者数 落札率

1（株）××サービス ＨＰ掲載コンテンツの企画・作成、管理・運用 2随意契約 －

⾏政事業レビューシートの⾒⽅⑨

なぜ競争⼊札では
なく随意契約なの
か？競争性が保た
れているか？

（注）この事業は架空のものであり、実際には存在しません。

ブロック間で同じ団体・企業がないか？グ
ループ会社ばかりが名を連ねていないか？

種類別ブロック毎に、⽀出額の⼤きい
上位10者をリストアップしています。
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前
提

に
、
各

府
省

、

と
り

わ
け

担
当

者
・

担
当

部
局

が
、

そ
の

実
施

事
業

に
つ
い

て
執

行
実

態
を

踏
ま

え
な

が
ら

、
国

民
の

視

点
に

立
っ

て
ゼ

ロ
ベ

ー
ス

で
点

検
を

行
い

、
自

ら
改

善
す

る
こ

と
に

あ
る

。
 

 

ま
た

、
レ

ビ
ュ

ー
の

取
組

は
、

平
成

２
３

年
６

月
７

日
の
閣

議
決

定
に

お
い

て
、

各
府

省
に

お
け

る
政

策
効

果
の

高
い

事
業

の
立

案
、

効
率

的
な

予
算

の
執

行
等
を

不
断

に
進

め
る

と
と

も
に

、
国

の
行

政
に

関

す
る

国
民

へ
の

説
明

責
任

と
透

明
性

を
確

保
す

る
た

め
、
政

府
に

お
い

て
、

こ
れ

を
毎

年
実

施
し

て
い

く

こ
と

と
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

 こ
の

取
組

を
通

じ
て

、
例

え
ば

、
前

任
者

か
ら

引
き

継
い
だ

事
業

を
効

果
等

の
検

証
な

し
に

実
行

し
て

は
い

な
い

か
、

そ
の

事
業

は
現

場
で

真
に

評
価

さ
れ

る
も
の

に
な

っ
て

い
る

か
、

そ
も

そ
も

厳
し

い
財

政

事
情

の
下

で
優

先
的

に
実

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

事
業
な

の
か

と
い

っ
た

観
点

か
ら

継
続

的
に

真
剣

な

見
直

し
を

行
っ

て
い

く
こ

と
で

、
公

共
サ

ー
ビ

ス
の

質
の
向

上
が

図
ら

れ
て

い
く

。
こ

う
し

た
事

業
ベ

ー

ス
で

の
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
（

P
l
a
n：

企
画
・
立

案
、
D
o：

執
行

、
C
h
e
c
k：

評
価
・
検

証
、
A
c
t
i
o
n：

反
映

）
サ

イ

ク
ル

の
徹

底
を

図
る

取
組

は
、

行
政

に
携

わ
る

者
の

使
命
そ

の
も

の
で

あ
り

、
こ

れ
を

積
み

重
ね

て
い

く

こ
と

で
、

行
政

に
対

す
る

国
民

の
信

頼
を

得
て

い
く

こ
と

も
期

待
さ

れ
る

。
 

 

平
成

２
３

年
に

お
け

る
レ

ビ
ュ

ー
の

取
組

は
、

東
日

本
大
震

災
へ

の
対

応
に

政
府

一
丸

と
な

っ
て

取
り

組
ん

で
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

平
成

２
３

年
４

月
７

日
の
行

政
刷

新
会

議
決

定
に

よ
り

、
各

府
省

に
お

け

る
行

動
計

画
の

作
成

、
公

開
プ

ロ
セ

ス
の

実
施

及
び

行
政
事

業
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
中

間
公

表
は

要
し

な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

平
成

２
４

年
は

、
各

府
省

の
主

体
的
、

自
律

的
な

取
組

を
よ

り
一

層
強

化
し

、
予

算

監
視

・
効

率
化

チ
ー

ム
の

更
な

る
機

能
発

揮
等

を
通

じ
た
レ

ビ
ュ

ー
の

着
実

な
実

施
及

び
定

着
が

図
ら

れ

る
よ

う
、

以
下

、
統

一
的

な
ル

ー
ル

を
示

す
。

 

 １
 
基

本
原

則
 

レ
ビ

ュ
ー

は
、
事

業
仕

分
け

の
内

生
化
・
定
常

化
を

図
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、「
『

事
業

仕
分

け
』

の
基

本
原

則
の

確
認

」（
平

成
２

２
年

３
月

１
１

日
行

政
刷

新
会

議
）
を

踏
ま

え
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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2
 

 ２
 
体

制
整

備
 

（
１

）
予

算
監

視
・

効
率

化
チ
ー

ム
を

中
心

と
し

た
取

組
体

制
の

整
備

 

①
 

各
府

省
は

、
「

予
算

編
成

等
の

在
り

方
の

改
革

に
つ

い
て

」
（

平
成

２
１

年
１

０
月

２
３

日
閣

議

決
定

）
等

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

た
予

算
監

視
・

効
率

化
チ

ー
ム

（
以

下
「

チ
ー

ム
」

と
い

う
。
）

を
中

心
に

、
レ

ビ
ュ

ー
に

取
り

組
む

責
任

者
・

担
当

者
を

定
め

る
と

と
も

に
、

地
方

支
分

部
局

等

を
含

め
た

関
係

者
が

連
携

・
協

力
で

き
る

体
制

を
構

築
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 ②
 

チ
ー

ム
は

、
以

下
の

取
組

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

ア
 

各
部

局
が

作
成

す
る

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
（

以
下
「

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
」
と
い

う
。
）

の
適

切
な

記
入

の
指

導
 

イ
 

外
部

有
識

者
の

参
画

を
得

た
公

開
の

場
で

の
事

業
の

点
検

及
び

評
価

（
公

開
プ

ロ
セ

ス
）

 

ウ
 

担
当

部
局

に
よ

る
事

業
の

点
検

結
果

及
び

予
算

の
支

出
先

、
使

途
と

い
っ

た
実

態
や

成
果

を
 

踏
ま

え
た

事
業

そ
れ

ぞ
れ

の
厳

し
い

点
検

 

エ
 

ウ
の

点
検

の
結

果
（

所
見

）
の

と
り

ま
と

め
 

オ
 

チ
ー

ム
の

所
見

を
踏

ま
え

た
担

当
部

局
に

お
け

る
事

業
の

改
善

状
況

の
点

検
 

カ
 

当
該

府
省

全
体

の
概

算
要

求
へ

の
反

映
状

況
の

確
認

及
び

と
り

ま
と

め
 

  
 

③
 

チ
ー

ム
は

、「
平

成
２

３
年

に
お

け
る

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー
（
「

国
丸

ご
と

仕
分

け
」
）
の

取
組

と

今
後

の
課

題
に

つ
い

て
」
（

平
成

２
３

年
１

０
月

２
０

日
行

政
刷

新
会

議
）

の
３

に
掲

げ
る

論
点

や
４

に
掲

げ
る

課
題

（
特

に
「

成
果

指
標

」
、
「

活
動

指
標

」
、
「

単
位

当
た

り
コ

ス
ト

」
及

び
「

事

業
所

管
部

局
の

点
検

」
欄

等
の

記
載

）
を

踏
ま

え
、

レ
ビ

ュ
ー

の
取

組
の

改
善

を
着

実
に

進
め

る

も
の

と
す

る
。

 

  
 

④
 

レ
ビ

ュ
ー

は
各

府
省

自
ら

が
、

自
律

的
に

実
施

す
る

取
組

で
あ

る
こ

と
に

鑑
み

、
チ

ー
ム

は
、

②
及

び
③

に
加

え
て

、
主

体
的

か
つ

不
断

に
創

意
工

夫
を

重
ね

な
が

ら
、

レ
ビ

ュ
ー

の
実

効
性

向

上
の

た
め

の
取

組
を

積
極

的
に

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
２

）
行

動
計

画
の

策
定

 

各
府

省
は

、
行

政
刷

新
会

議
事

務
局

（
以

下
「

事
務

局
」

と
い

う
。
）

が
別

途
定

め
る

期
日

ま
で

に
行

動
計

画
を

策
定

し
、

事
務

局
に

提
出

す
る

も
の

と
す
る

。
行

動
計

画
に

は
、

以
下

の
事

項
に

係
 

る
基

本
的

な
考

え
方

及
び

取
組

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

①
 
レ

ビ
ュ

ー
の

取
組

体
制

 

②
 

予
算

の
支

出
先

や
費

目
・

使
途

、
現

場
確

認
な

ど
実

態
把

握
 

③
 

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
の

作
成

及
び

公
表

 

④
 

公
開

プ
ロ

セ
ス

の
実

施
を

含
め

た
事

業
の

点
検

 

⑤
 

点
検

結
果

の
概

算
要

求
及

び
予

算
執

行
へ

の
反

映
 

⑥
 

国
民

や
職

員
か

ら
の

意
見

・
提

言
募

集
、

人
事

評
価
へ

の
反

映
な

ど
レ

ビ
ュ

ー
の

実
効

性
向

上

の
た

め
の

取
組

 

⑦
 

そ
の

他
当

該
府

省
の

取
組

に
お

い
て

必
要

な
事

項
 

⑧
 

平
成

２
４

年
の

取
組

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
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  ３
 

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
の

作
成

及
び

中
間

公
表

 

（
１

）
事

業
単

位
の

整
理

 

各
府

省
は

、
平

成
２

３
年

度
の

事
業

（
同

年
度

限
り

で
終

了
し

た
事

業
を

含
み

、
各

府
省

の
事

務

的
経

費
、
人

件
費

等
は

除
く

。
）
に

つ
い

て
、
４

月
中

旬
ま

で
に

、
点

検
の

対
象

と
な

る
事

業
の

単
位

（
以

下
「

事
業

単
位

」
と

い
う

。
）
を

整
理

す
る

。
事

業
単

位
の

整
理

に
当

た
っ

て
は

、
国

民
に

対
す

る
説

明
責

任
を

果
た

す
観

点
か

ら
、
事

業
内

容
が

国
民

に
と

っ
て

わ
か

り
や

す
い

も
の

と
な

る
よ

う
、

特
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
２

）
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
作

成
及

び
中

間
公

表
 

①
 

各
府

省
は

、
事

業
単

位
ご

と
に

、
別

途
、

事
務

局
が
示

す
様

式
に

し
た

が
っ

て
、

レ
ビ

ュ
ー

シ

ー
ト

を
作

成
す

る
。

 

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
国

民
に

対
す

る
説

明
責

任
を

果
た

す
観

点
か

ら
、

支
出

先
や

費
目

・
使

途
の

十
分

な
把

握
と

わ
か

り
や

す
い

記
述

が
行

わ
れ

る
よ

う
、

特
に

留
意

す

る
も

の
と

す
る

。
 

 ②
 

事
業

所
管

部
局

は
、

予
算

の
支

出
先

、
使

途
と

い
っ
た

実
態

や
成

果
を

踏
ま

え
、

事
業

の
厳

し

い
点

検
を

行
い

、
そ

の
点

検
結

果
を

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
に

わ
か

り
や

す
く

記
載

す
る

。
 

 ③
 
事

業
所

管
部

局
は

、「
平

成
２

３
年

に
お

け
る

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー
（
「

国
丸

ご
と

仕
分

け
」
）
の

取
組

と
今

後
の

課
題

に
つ

い
て

」
（

平
成

２
３

年
１

０
月

２
０

日
行

政
刷

新
会

議
）

の
３

に
掲

げ

る
論

点
や

４
に

掲
げ

る
課

題
（

特
に

「
成

果
指

標
」
、
「

活
動

指
標

」
、
「

単
位

当
た

り
コ

ス
ト

」
及

び
「

事
業

所
管

部
局

の
点

検
」

欄
等

の
記

載
）

を
踏

ま
え

、
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
記

載
の

改
善

を

着
実

に
進

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 ④
 

事
業

内
容

の
理

解
に

資
す

る
資

料
を

適
宜

添
付

す
る
こ

と
は

望
ま

し
い

取
組

で
あ

る
。

こ
の

場

合
、

国
民

の
目

か
ら

見
た

わ
か

り
や

す
さ

も
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

必
要

最
小

限
の

も

の
と

す
る

。
 

 

⑤
 

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

目
的

、
概

要
、

各
年

度
の

執
行

額
、

成
果

目
標

、
事

業
所

管
部

局
に

よ
る

点
検

結
果
な

ど
記

入
可

能
な

事
項

を
記

入
の

上
、

 

ア
 

公
開

プ
ロ

セ
ス

の
対

象
と

な
る

事
業

（
以

下
「

公
開

プ
ロ

セ
ス

対
象

事
業

」
と

い
う

。
）

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

公
開

プ
ロ

セ
ス

の
開

始
日

の
１

０
日

前
ま

で
に

、
 

イ
 

そ
の

他
の

事
業

（
以

下
「

公
開

プ
ロ

セ
ス

非
対

象
事

業
」

と
い

う
。
）

に
係

る
も

の
に

つ
い

て

は
６

月
末

、
遅

く
と

も
７

月
上

旬
ま

で
に

 

各
府

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

お
い

て
公

表
し

（
中

間
公

表
）
、

当
該

事
業

の
見

直
し

に
関

す
る

国
民

か
ら

の
意

見
募

集
を

行
う

も
の

と
す

る
。

そ
の

際
、

国
民

が
レ

ビ
ュ

ー
の

過
程

で
公

表
さ

れ

る
情

報
に

容
易

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

も
の

と
な

る
よ

う
、

事
務

局
が

別
途

示
す

方
法

に
よ

り
公

表

を
行

う
も

の
と

す
る

。
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4
 

 ４
 
公

開
プ

ロ
セ

ス
の

実
施

 

（
１

）
対

象
事

業
の

選
定

 

①
 

チ
ー

ム
は

、
以

下
の

基
準

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る
事

業
の

中
か

ら
、

公
開

プ
ロ

セ
ス

対
象

事

業
を

選
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

ア
 

事
業

の
規

模
が

大
き

く
、

又
は

政
策

の
優

先
度

の
高

い
も

の
 

イ
 

長
期

的
又

は
継

続
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

事
業

等
で

、
執

行
方

法
、

制
度

等
の

改
善

の
余

地

が
大

き
い

と
考

え
ら

れ
る

も
の

 

ウ
 
事

業
の

執
行

に
関

し
て

、
過

去
に

、
行

政
刷

新
会

議
、
会

計
検

査
院

、
総

務
省

行
政

評
価

局
、

マ
ス

コ
ミ

な
ど

内
外

か
ら

問
題

点
を

指
摘

さ
れ

て
い

る
も

の
 

エ
 

そ
の

他
公

開
の

場
で

外
部

の
視

点
に

よ
る

検
証

を
行

う
こ

と
が

有
効

と
判

断
さ

れ
る

も
の

 

 ②
 

そ
の

際
、

公
開

プ
ロ

セ
ス

対
象

事
業

の
点

検
に

限
ら
れ

た
時

間
と

人
的

労
力

を
効

果
的

か
つ

効

率
的

に
活

用
す

る
た

め
、

政
策

評
価

に
お

け
る

平
成

２
３

年
度

実
績

評
価

（
平

成
２

３
年

度
に

実

施
し

た
施

策
に

つ
い

て
、

平
成

２
４

年
度

に
評

価
を

行
う

も
の

）
の

対
象

と
な

る
施

策
に

関
連

す

る
事

業
又

は
①

ア
の

基
準

に
該

当
す

る
事

業
に

重
点

を
置

き
つ

つ
選

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
原

則
と

し
て

、
事

業
単

位
で

１
億

円
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
対

象
と

し
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
複

数
の

１
億

円
未

満
の

事
業

を
一

括
り

に
し

て
、

そ
の

総
額

が
１

億
円

を
超

え

る
場

合
や

、
１

億
円

を
超

え
る

も
の

が
な

い
、

又
は

ほ
と

ん
ど

な
い

府
省

に
お

い
て

、
①

の
基

準

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の
が

あ
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

 ③
 

事
務

局
は

、
各

府
省

が
選

定
し

た
公

開
プ

ロ
セ

ス
対
象

事
業

の
ほ

か
に

、
又

は
そ

の
一

部
若

し

く
は

全
部

に
替

え
て

、
①

及
び

②
に

照
ら

し
て

公
開

プ
ロ

セ
ス

の
対

象
に

追
加

す
べ

き
事

業
が

あ

る
と

判
断

す
る

場
合

、
各

府
省

に
対

し
、

対
象

事
業

の
追

加
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 ④
 

各
府

省
は

、
公

開
プ

ロ
セ

ス
対

象
事

業
の

数
を

当
該
府

省
の

所
掌

す
る

事
業

数
の

多
寡

等
を

踏

ま
え

て
判

断
す

る
。
ま

た
、
公

開
プ

ロ
セ

ス
の

実
施

期
間

は
お

お
む

ね
１

～
３

日
程

度
を

目
途

に
、

事
業

数
に

応
じ

て
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

レ
ビ

ュ
ー

の
対

象
事

業
数

が
一

け
た

で
あ

る

な
ど

極
め

て
少

な
く

、
か

つ
、

①
の

基
準

に
該

当
す

る
事

業
が

な
い

と
考

え
る

府
省

は
、

公
開

プ

ロ
セ

ス
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

事
業

単
位

を
整

理
す

る
段

階
で

、
事

務
局

に
事

前
に

協
議

を
行

う

も
の

と
す

る
。

 

 （
２

）
外

部
有

識
者

等
の

選
定

方
法

 

①
 

公
開

プ
ロ

セ
ス

に
参

加
す

る
外

部
有

識
者

は
各

府
省
及

び
行

政
刷

新
会

議
が

、
公

開
プ

ロ
セ

ス

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
は

行
政

刷
新

会
議

が
指

名
す

る
。

 

 ②
 

公
開

プ
ロ

セ
ス

に
参

加
す

る
外

部
有

識
者

及
び

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
は

、
以

下
の

い
ず

れ
か

の

要
件

を
満

た
す

者
の

中
か

ら
、

過
去

の
実

績
、

職
歴

等
を

勘
案

し
て

指
名

す
る

も
の

と
す

る
。

 

・
予

算
の

実
際

の
使

わ
れ

方
な

ど
予

算
執

行
の

現
場

に
知

見
を

有
す

る
者

 

・
行

政
全

般
、

個
別

の
行

政
分
野

の
在

り
方

等
に

識
見

を
有

す
る

者
 

・
独

立
行

政
法

人
や

公
益

法
人

の
仕

組
み

・
実

態
・

問
題

等
に

知
見

を
有

す
る

者
 

21



5
 

 

・
民

間
取

引
の

実
態

や
、

地
域

や
現

場
で

生
じ

て
い

る
問

題
等

に
知

見
を

有
す

る
者

 

・
事

業
仕

分
け

等
や

レ
ビ

ュ
ー
の

公
開

プ
ロ

セ
ス

の
経

験
を

有
す

る
者

 

 ③
 

各
府

省
が

指
名

す
る

外
部

有
識

者
の

う
ち

、
公

開
プ
ロ

セ
ス

対
象

事
業

の
執

行
に

関
し

利
害

関

係
が

あ
る

者
及

び
過

去
３

年
間

に
お

い
て

公
開

プ
ロ

セ
ス

対
象

事
業

を
所

管
し

て
い

る
部

局
に

設
置

さ
れ

て
い

る
審

議
会

・
検

討
会

等
の

委
員

・
専

門
委

員
等

に
な

っ
て

い
た

者
は

、
当

該
事

業

に
係

る
議

論
及

び
評

価
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

 ④
 

各
府

省
が

指
名

す
る

外
部

有
識

者
が

②
及

び
③

に
照
ら

し
て

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場

合
は

、
行

政
刷

新
会

議
は

、
各

府
省

に
対

し
、

外
部

有
識

者
の

交
代

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
３

）
事

前
勉

強
会

及
び

現
地

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

実
施

等
 

各
府

省
は

、
公

開
プ

ロ
セ

ス
の

実
施

に
先

立
ち

、
外

部
有

識
者

に
対

し
、

公
開

プ
ロ

セ
ス

対
象

事

業
に

係
る

事
前

勉
強

会
及

び
現

地
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
機

会
を
随

時
提

供
す

る
と

と
も

に
、

外
部

有
識

者

か
ら

資
料

の
提

供
、

現
地

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

実
施

等
の

要
請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

誠
実

か
つ

迅
速

に

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
４

）
公

開
プ

ロ
セ

ス
の

進
め

方
 

①
 

公
開

プ
ロ

セ
ス

は
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
進

行
の

下
で

実
施

す
る

。
 

 ②
 

公
開

プ
ロ

セ
ス

に
参

加
す

る
外

部
有

識
者

は
６

名
と
し

、
各

府
省

及
び

行
政

刷
新

会
議

が
指

名

し
た

外
部

有
識

者
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
３

名
を

充
て

る
。

 

 ③
 

評
価

は
事

業
の

内
容

の
検

証
を

中
心

に
行

う
も

の
と
し

、
評

価
の

選
択

肢
は

、「
廃

止
」
、「

抜
本

的
改

善
」
、
「

一
部

改
善

」
及

び
「

現
状

通
り

」
の

４
つ

と
す

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
選

択
肢

の
基

本
的

な
考

え
方

は
以

下
の

と
お

り
。

 

・
廃

止
：

事
業

全
体

と
し

て
効

果
が

薄
い

場
合

、
国

の
事

業
と

し
て

実
施

す
る

必
要

性
が

認
め

ら

れ
な

い
場

合
等

 

・
抜

本
的

改
善

：
効

果
の

薄
い

メ
ニ

ュ
ー

が
多

い
な

ど
、

仮
に

国
の

事
業

と
し

て
の

必
要

性
は

認

め
ら

れ
て

も
事

業
内

容
に

つ
い

て
大

幅
な

見
直

し
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

場
合

等
 

・
一

部
改

善
：

国
の

事
業

と
し

て
の

必
要

性
は

認
め

ら
れ

る
が

、
効

果
の

薄
い

メ
ニ

ュ
ー

が
い

く

つ
か

含
ま

れ
る

な
ど

事
業

内
容
の

一
部

に
見

直
す

点
が

あ
る

場
合

等
 

・
現

状
通

り
：

特
段

見
直

す
点

が
認

め
ら

れ
な

い
場

合
等

 

 ④
 

評
価

結
果

の
と

り
ま

と
め

役
は

、
原

則
と

し
て

、
チ
ー

ム
の

長
で

あ
る

副
大

臣
又

は
大

臣
政

務

官
が

務
め

る
も

の
と

す
る

。
評

価
結

果
は

、
外

部
有

識
者

の
評

価
に

お
い

て
最

も
得

票
数

が
多

い

選
択

肢
に

よ
る

も
の

と
し

、
最

も
得

票
数

が
多

い
選

択
肢

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
と

り
ま

と
め

役

が
、

票
数

全
体

の
分

布
、

外
部

有
識

者
の

コ
メ

ン
ト

、
評

価
に

至
る

ま
で

の
議

論
等

を
総

合
的

に

勘
案

し
て

判
断

す
る

も
の

と
す

る
（
「

現
状

通
り

」
を

除
く

。
）
。
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⑤
 

と
り

ま
と

め
役

は
、

評
価

結
果

を
発

表
す

る
と

と
も
に

、
評

価
結

果
に

と
り

ま
と

め
コ

メ
ン

ト

を
付

す
も

の
と

す
る

。
と

り
ま

と
め

コ
メ

ン
ト

は
、

評
価

に
至

る
ま

で
の

議
論

の
内

容
、

外
部

有

識
者

の
コ

メ
ン

ト
等

を
総

合
的

に
勘

案
し

て
、

事
業

の
見

直
し

の
内

容
や

そ
の

他
留

意
す

べ
き

点

を
説

明
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

評
価

結
果

及
び

と
り

ま
と

め
コ

メ
ン

ト
は

、
概

算
要

求
に

当

た
っ

て
の

最
終

判
断

と
な

る
も

の
で

は
な

い
が

、
公

開
の

場
で

の
議

論
の

結
果

で
あ

る
こ

と
を

踏

ま
え

、
各

府
省

に
お

け
る

概
算

要
求

に
向

け
て

の
事

業
の

検
討

に
お

い
て

最
大

限
尊

重
す

る
こ

と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 ⑥
 

な
お

、
公

開
プ

ロ
セ

ス
ま

で
に

、
課

題
の

整
理

に
と
ど

ま
ら

ず
、

具
体

的
な

「
見

直
し

案
」

を

明
示

し
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

議
論

及
び

評
価

を
行

う
と

い
っ

た
積

極
的

な
取

組
は

推
奨

さ
れ

る

べ
き

も
の

で
あ

る
が

、
こ

の
よ

う
な

取
組

を
行

う
場

合
に

は
、

十
分

な
時

間
的

余
裕

を
持

っ
て

、

事
務

局
に

事
前

に
協

議
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
５

）
実

施
時

期
 

公
開

プ
ロ

セ
ス

は
、

５
月

下
旬

か
ら

６
月

末
ま

で
を

目
途

に
実

施
す

る
こ

と
を

原
則

と
す

る
。

 

 ５
 

チ
ー

ム
に

よ
る

点
検

及
び

概
算

要
求

等
へ

の
反

映
 

（
１

）
点

検
を

行
う

体
制

 

点
検

を
行

う
事

業
の

数
が

数
百

に
も

及
ぶ

よ
う

な
府

省
に

お
い

て
は

、
事

業
の

十
分

な
点

検
を

行

う
観

点
か

ら
、

チ
ー

ム
の

下
に

複
数

の
ワ

ー
キ

ン
グ

チ
ー
ム

を
設

け
分

担
し

て
点

検
を

行
う

な
ど

、

厳
正

な
点

検
を

効
率

的
に

行
え
る

体
制

を
整

備
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
２

）
外

部
有

識
者

に
よ

る
点

検
 

レ
ビ

ュ
ー

は
外

部
性

を
確

保
し

な
が

ら
行

わ
な

け
れ

ば
厳

正
さ

が
失

わ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

か
ん

が
み

、
各

府
省

は
、

全
て

の
公

開
プ

ロ
セ

ス
非
対

象
事

業
の

点
検

に
つ

い
て

、
外

部
有

識

者
の

知
見

を
求

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ
の

際
、

事
業
の

数
が

多
数

に
及

ぶ
府

省
に

お
い

て
は

、

各
府

省
が

指
名

し
た

公
開

プ
ロ

セ
ス

の
外

部
有

識
者

の
協
力

を
得

る
等

、
必

要
に

応
じ

、
外

部
有

識

者
に

よ
る

点
検

機
能

を
拡

充
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
３

）
所

見
欄

へ
の

記
入

 

チ
ー

ム
は

、
そ

の
点

検
結

果
を

所
見

と
し

て
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
所

定
の

欄
に

記
入

す
る

も
の

と

す
る

。
平

成
２

３
年

度
の

事
業

の
点

検
結

果
に

つ
い

て
は

、「
廃

止
」
、「

抜
本

的
改

善
」
、「

一
部

改
善

」

又
は
「

現
状

通
り

」
と

の
評

価
結

果
を

明
記

し
た

上
で

、
具

体
的

な
所

見
を

記
入

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
４

）
概

算
要

求
等

へ
の

反
映

 

各
府

省
は

、
チ

ー
ム

の
所

見
を

平
成

２
５

年
度

予
算

概
算

要
求

や
予

算
執

行
等

に
的

確
に

反
映

す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

国
民

へ
の

説
明

責
任

を
果
た

す
観

点
か

ら
、

チ
ー

ム
所

見
を

踏
ま

え

て
ど

の
よ

う
に

検
証

を
行

っ
た

の
か

、
ど

の
よ

う
に

改
善
を

行
っ

た
の

か
な

ど
、

そ
の

反
映

状
況

等

に
つ

い
て

、
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
所

定
の

欄
に

わ
か

り
や

す
く

記
述

す
る

も
の

と
す

る
。
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 ６
 
点

検
結

果
の

最
終

公
表

 

（
１

）
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
最

終
公

表
 

各
府

省
は

、
チ

ー
ム

の
所

見
と

所
見

を
踏

ま
え

た
事

業
の

改
善

点
、

平
成

２
５

年
度

予
算

概
算

要

求
に

お
け

る
要

求
額

等
を

記
入

し
た

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
を
、

事
務

局
が

別
途

示
す

方
法

に
よ

り
、

平

成
２

５
年

度
予

算
概

算
要

求
の

提
出

期
限

ま
で

に
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
２

）
概

算
要

求
へ

の
反

映
状

況
の

公
表

 

各
府

省
は

、
チ

ー
ム

の
所

見
の

各
事

業
へ

の
反

映
状

況
や

反
映

額
の

総
額

等
を

と
り

ま
と

め
、

事

務
局

が
別

途
示

す
様

式
に

記
入

の
上

、
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
公

表
と

併
せ

て
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。 

 

７
 

レ
ビ

ュ
ー

対
象

事
業

以
外

の
事

業
の

取
扱

い
 

（
１

）
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
作

成
・

公
表

 

国
民

に
対

す
る

情
報

開
示

及
び

レ
ビ

ュ
ー

に
よ

る
点

検
結

果
の

概
算

要
求

へ
の

反
映

状
況

の
検

証
等

に
活

用
す

る
た

め
、

各
府

省
は

、
レ

ビ
ュ

ー
の

対
象
事

業
で

あ
る

平
成

２
３

年
度

の
事

業
の

ほ

か
、

 

ア
 

平
成

２
４

年
度

か
ら

開
始

さ
れ

た
事

業
（

平
成

２
４

年
度

新
規

事
業

）
 

イ
 

平
成

２
５

年
度

予
算

概
算

要
求

に
お

い
て

新
規

に
要
求

す
る

事
業

（
平

成
２

５
年

度
新

規
要

求

事
業

）
 

に
つ

い
て

も
、

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
に

事
業

の
目

的
、

概
要
、

成
果

目
標

・
成

果
実

績
、

活
動

指
標

・
 

活
動

実
績

、
単

位
当

た
り

コ
ス

ト
な

ど
記

入
可

能
な

事
項
を

記
入

の
上

、
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
公

表
に

つ
い

て
は

、
ア

の
事

業
に

係
る

も
の

は
３

の
（

２
）
の

③
及

び
６

の
規

定
に

準
じ

て
行

う
 

も
の

と
す

る
（

平
成

２
３

年
度

の
事

業
と

同
じ

時
期

に
中

間
公

表
及

び
最

終
公

表
）
。

ま
た

、
イ

の
 

事
業

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
６

の
規

定
に

準
じ

て
行
う

が
、
そ

の
時

期
に

つ
い

て
本

年
は

平
成

 

２
５

年
度

予
算

概
算

要
求

の
提

出
期

限
の

２
週

間
後

以
内

を
目

途
に

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
２

）
チ

ー
ム

に
よ

る
点

検
及

び
概

算
要

求
等

へ
の

反
映

 

①
 

国
の

事
業

の
有

効
性

、
効

率
性

及
び

透
明

性
を

確
保

す
る

た
め

、
チ

ー
ム

は
、
（

１
）

の
ア

及

び
イ

の
事

業
に

つ
い

て
、

基
本

的
に

以
下

の
事

項
に

係
る

点
検

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 [
平

成
２

４
年

度
新

規
事

業
]
 

・
実

際
に

執
行

さ
れ

て
い

る
事

業
の

内
容

が
、

過
去

の
事
業

仕
分

け
等

の
結

果
や

横
断

的
な

見
直

し

基
準

等
を

踏
ま

え
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

か
 

・
執

行
面

に
お

い
て

既
に

明
ら

か
に

な
っ

た
課

題
は

な
い
か

、
ま

た
、

そ
の

課
題

に
迅

速
か

つ
適

切

に
対

応
し

て
い

る
か

 

・
事

業
の

成
果

目
標

及
び

活
動

指
標

が
立

て
ら

れ
て

い
る

か
 

 [
平

成
２

５
年

度
新

規
要

求
事

業
]
 

・
過

去
の

事
業

仕
分

け
等

の
結

果
や

横
断

的
な

見
直

し
基

準
等

を
踏

ま
え

て
事

業
案

が
作

成
さ

れ
て

い
る

か
（

事
業

仕
分

け
等

に
お

い
て

廃
止

な
ど

と
結

論
づ

け
ら

れ
た

事
業

の
類

似
の

も
の

が
、

名

称
を

変
え

て
、

新
規

に
要

求
す

る
事

業
と

な
っ

て
い

な
い

か
等

）
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・
事

業
の

成
果

目
標

及
び

活
動

指
標

が
立

て
ら

れ
て

い
る
か

、
ま

た
、

事
業

効
果

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ

ョ
ン

が
厳

密
に

行
わ

れ
て

い
る

か
（

費
用

対
効

果
、

投
資

対
効

果
等

）
、

そ
の

際
、

よ
り

効
率

的

な
他

の
手

段
の

選
択

の
可

能
性

に
つ

い
て

、
真

剣
な

検
討

が
行

わ
れ

て
い

る
か

 

・
直

接
の

利
害

関
係

者
か

ら
の

要
望

に
と

ど
ま

ら
ず

、
広
く

国
民

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
る

も
の

と
な

っ

て
い

る
か

（
事

業
の

目
的

の
妥

当
性

や
緊

急
性

、
国

民
の

ニ
ー

ズ
の

す
く

い
上

げ
方

等
）

 

・
そ

も
そ

も
立

案
し

よ
う

と
し

て
い

る
事

業
は

、
当

該
府

省
の

ミ
ッ

シ
ョ

ン
（

任
務

）
な

の
か

 

 ②
 

チ
ー

ム
は

、
①

の
点

検
の

結
果

を
所

見
と

し
て

レ
ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

の
所

定
の

欄
に

記
入

す
る

も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

①
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

検
討

が
十

分
行

わ
れ

て
い

る
か

に
つ

い
て

、

具
体

的
な

所
見

を
記

入
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

ま
た

、
各

府
省

は
、

５
の

（
４

）
の

規
定

に
準

じ
て
チ

ー
ム

所
見

の
反

映
等

を
行

う
も

の
と

す

る
。

 

 ８
 

行
政

刷
新

会
議

に
よ

る
点

検
等

 

（
１

）
最

終
公

表
後

の
点

検
 

行
政

刷
新

会
議

は
、

各
府

省
の

点
検

が
十

分
な

も
の

と
な

っ
て

い
る

か
、

点
検

結
果

が
的

確
に

概

算
要

求
に

反
映

さ
れ

て
い

る
か

等
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
を
行

い
、

必
要

に
応

じ
、

チ
ェ

ッ
ク

の
結

果

に
基

づ
く

指
摘

を
各

府
省

に
対

し
行

う
も

の
と

す
る

。
 

な
お

、
特

に
見

直
し

の
余

地
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

事
業

が
あ

る
場

合
に

は
、

行
政

刷
新

会
議

の

判
断

に
よ

り
、

当
該

事
業

を
対

象
と

し
て

秋
に

事
業

仕
分

け
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

（
２

）
レ

ビ
ュ

ー
の

取
組

に
係

る
行

政
刷

新
会

議
へ

の
報

告
等

 

①
 

各
府

省
は

、
行

政
刷

新
会

議
か

ら
の

求
め

に
応

じ
、
同

会
議

に
チ

ー
ム

の
取

組
や

公
開

プ
ロ

セ

ス
の

実
施

等
の

レ
ビ

ュ
ー

の
取

組
に

係
る

報
告

等
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

②
 

本
ル

ー
ル

の
ほ

か
、

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
に

必
要

な
事
項

は
、

事
務

局
か

ら
随

時
提

示
し

、
各

府

省
に

お
い

て
は

、
事

務
局

と
調

整
し

な
が

ら
レ

ビ
ュ

ー
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
事

務

局
は

、
レ

ビ
ュ

ー
の

取
組

に
関

す
る

チ
ー

ム
の

会
合

へ
の

陪
席

を
行

え
る

も
の

と
す

る
。

 

行
政

刷
新

会
議

は
、

本
ル

ー
ル

や
事

務
局

か
ら

提
示

さ
れ

た
事

項
に

則
し

て
レ

ビ
ュ

ー
を

行
っ

て
い

な
い

府
省

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
は

、
当

該
府

省
に

対
し

、
必

要
な

改
善

を
行

う
よ

う
求

め

る
も

の
と

す
る

。
 

 ９
 
そ

の
他

重
要

事
項

 

（
１

）
人

事
評

価
へ

の
反

映
 

各
府

省
は

、
職

員
に

よ
る

事
業

の
点

検
や

点
検

結
果

の
予

算
へ

の
反

映
等

へ
の

真
摯

な
取

組
が

当

該
職

員
の

人
事

評
価

に
適

切
に

反
映

さ
れ

る
よ

う
工

夫
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
２

）
政

策
評

価
と

の
連

携
 

各
府

省
は

、
政

策
体

系
に

お
け

る
事

業
の

位
置

付
け

を
踏

ま
え

て
事

業
単

位
の

整
理

や
点

検
を

行

う
な

ど
、

政
策

評
価

と
の

関
連

性
に

留
意

し
な

が
ら

レ
ビ

ュ
ー

を
行

う
も

の
と

す
る

。
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  （
３

）
レ

ビ
ュ

ー
の

効
率

的
な

実
施

 

各
府

省
及

び
事

務
局

は
、

レ
ビ

ュ
ー

の
効

率
的

、
効

果
的

な
実

施
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
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1
0
 

 

 

平
成

２
４

年
に

お
け

る
行

政
事

業
レ

ビ
ュ

ー
の

進
め

方
に

つ
い

て
 

  

※
 状

況
に

よ
り

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
変

更
が

あ
り

う
る

 

３
月

９
日

 

  ３
月

下
旬

～
 

４
月

上
旬

 

 ５
月

中
旬

目
途

 

   ５
月

下
旬

～
 

 
 
６

月
下

旬
 

 ６
月

下
旬

～
 

 
 
７

月
上

旬
 

 ７
月

上
旬

目
途

 

      ８
月

下
旬

 

   秋
 

  

行
政

刷
新

会
議

 

・
２

４
年

の
進

め
方

に
つ

い
て

の
意

見
交

換
・

決
定

 

 

[
各

府
省

の
行

動
計

画
の

公
表

]
 

  行
政

刷
新

会
議

 

・
各

府
省
（

予
算

監
視
・
効

率
化

チ
ー

ム
）
の

取
組

状
況
・
公

開
プ

ロ

セ
ス

対
象

事
業

の
報

告
、

外
部

有
識

者
の

指
名

 

 [
各

府
省

に
お

け
る

公
開

プ
ロ

セ
ス

の
実

施
]
 

  [
各

府
省

に
お

け
る

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
の

中
間

公
表

]
 

  行
政

刷
新

会
議

 

・
公

開
プ

ロ
セ

ス
の

結
果

を
含

む
各

府
省
（

予
算

監
視
・
効

率
化

チ
ー

ム
）

の
取

組
状

況
の

報
告

 

 [
各

府
省

の
予

算
監

視
・

効
率

化
チ

ー
ム

に
よ

る
点

検
及

び
概

算
要

求

等
へ

の
反

映
]
 

 [
各

府
省

に
お

け
る

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
最

終
版

の
公

表
、

レ

ビ
ュ

ー
結

果
の

平
成

２
５

年
度

予
算

概
算

要
求

へ
の

反
映

状
況

の
公

表
]
 

 行
政

刷
新

会
議

 

・
各

府
省

の
レ

ビ
ュ

ー
の

取
組

の
チ

ェ
ッ

ク
等

 

（
必

要
に

応
じ

、
各

府
省

に
指

摘
）

 

 
 
 

〔
行

政
刷

新
会

議
の

判
断

に
よ

り
、

事
業

仕
分

け
〕
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行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

（
国

丸
ご

と
仕

分
け

）
の

実
施

に
つ

い
て

平
成

２
３

年
６

月
７

日

閣
議

決
定

１
行

政
事

業
レ

ビ
ュ

ー
（

国
丸

ご
と

仕
分

け
）

は
、

各
府

省
自

ら
が

、
自

律
的

に
、

予
算

の
概

算
要

求
前

の
段

階
に

お
い

て
、

原
則

す
べ

て
の

事
業

に
つ

い
て

、
予

算
が

最
終

的
に

ど
こ

に
渡

り
（

支
出

先
）
、
何
に
使
わ
れ
た
か
（
使
途
）
と
い
っ
た
実
態
を

把
握

し
、

こ
れ

を
国

民
に

明
ら

か
に

し
た

上
で

、
事

業
仕

分
け

の
手

法
も

用
い

な
が

ら
事

業
の

内
容

や
効

果
の

点
検

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
概

算
要

求
や

執
行

等
に

反
映

さ
せ
る
取
組
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
行
動
計
画
の
策
定
、
公
開
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
、

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

シ
ー

ト
の

作
成

及
び

公
表

、
事

業
の

点
検

結
果

の
概

算
要

求
へ

の
反

映
等

の
取

組
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

２
行

政
事

業
レ

ビ
ュ

ー
は

、
平

成
２

２
年

に
開

始
さ

れ
た

が
、

各
府

省
に

お
け

る
政

策
効

果
の

高
い

事
業

の
立

案
、

効
率

的
な

予
算

の
執

行
等

を
不

断
に

進
め

る
と

と
も

に
、

国
の

行
政

に
関

す
る

国
民

へ
の

説
明

責
任

と
透

明
性

を
確

保
す

る
た

め
、

政
府

に
お

い
て

、
こ

れ
を

毎
年

実
施

し
て

い
く

こ
と

と
す

る
。
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